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１ 概要 

令和元年１０月に発生した台風第１９号により甚大な被害が発生したことを受け、国

において同台風の被害の検証を踏まえ、災害時の避難支援等を実効性のあるものとする

ため、令和３年５月に災害対策基本法（以下、「法」という。）が改正され、災害が発生し、

又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な避難行動要支援者

（以下「要支援者」）に対して、災害時個別避難計画（以下「個別避難計画」）を作成する

ことが努力義務化されるなどの規定等が創設されました。 

こうした中、同台風により被災した本市においては、平時から要支援者の生活面で関

わりのある相談支援専門員等に対し、個別避難計画の作成支援について協力を依頼し、

災害時における具体的な避難方法の検討や安否確認等の円滑化、避難先での配慮事項の

把握に取り組んでまいります。 

  作成した個別避難計画は、要支援者、区役所（高齢・障害課）、健康福祉局（危機管理

担当）、避難計画を作成支援した事業所の４者が保管し、必要に応じて関係部署や地域支

援機関へも情報提供を行います。 

 

 

２ 個別避難計画とは  

（１）計画の内容 
  個別避難計画は、高齢者や障害者等、災害時に自ら避難することが難しい要支援者毎

に作成する、避難の支援、安否確認、その他要支援者の生命又は身体を災害から守るた

めに必要な避難行動等について記載した計画になります。具体的には、次の内容を計画

に記載するよう法に規定されています。 
  ・避難行動要支援者の情報（氏名・生年月日・性別・住所・電話番号等・避難支援等を 

必要とする事由） 
  ・避難支援実施者の情報（氏名・住所・電話番号等） 
  ・避難先や避難経路に関すること 
  ・その他、市町村長が必要と認める事項 
 
 
（２）計画の目的と責任 

個別避難計画は障害者等の要支援者本人やその家族が、事前に自らの避難方法や避難

先を具体的に検討・把握することで、よりよい避難を実現しようという趣旨のものであ

り、計画に基づく避難支援等が必ず実施されることを保証するものでも、個別避難計画

作成の関係者や、避難を支援する者等に対して、計画に基づく避難支援等の結果につい

て法的な責任や義務を負わせるものではありません。あくまで、避難の円滑化や避難行

動への支援の可能性を高める性格のものとなります。 

（「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」令和３年５月改定 内閣府（防災担当）参照） 
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３ 避難行動要支援者名簿と各避難計画の関係 

 (１) 避難行動要支援者名簿 

    法では市町村に対して、要支援者について、避難の支援、安否の確認その他の避難行

動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基

礎資料となる名簿を作成するよう定めており、本市においては、以下に記載の方が対象

となります。 

    〔 全部リスト対象者 〕 

対象範囲 区分・程度 

要介護 ３～５ 

身体障害 １級～４級 

知的障害 最重度～中度 

精神障害 １級～２級 

要援護者避難支援制度 登録者 

 

 (２) 個別避難計画 

    災害時の避難支援等を実効性のあるものとするために、地域防災計画に定めるところ

により、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに避難支援等を実施する計画をそれぞれ

作成します。また、避難計画とは別に、必要な方については災害時要援護者避難支援制

度の登録も行なっています。 

 

４ 要支援者 

(１) 個別避難計画の作成対象者  

障害福祉サービス利用者のうち、次の(1)あるいは(2)に該当する方に対し、優先度を定め

て作成を進めています。 
(1)障害支援区分 4 から 6 の方 
(2)移動に関するサービス（移動支援・同行援護・行動援護）の利用者 
  なお、優先度とは、単身世帯、日中のみ独居の方や、障害者や高齢者のみの世帯として

おり、障害支援区分が重度の方から優先して作成しております。 
 
※個別避難計画の作成は本人の同意に基づき作成されるものであることから、制度説明を

実施した上で、作成について同意を得られない場合は、計画作成は行いません。 
 
〇医療的ケア児者について 

医療に関する専門的な知識が必要なことや、一次避難所の想定が難しく、在宅にて非常

用電源装置等を確保する必要があることなどから、次のケアが必要な方は、医療的ケア 

児・者等支援拠点と連携して作成となります。 
 
   ●人工呼吸器      ●在宅酸素療法  
   ●経管栄養（持続ポンプ）●中心静脈栄養（持続ポンプ） 
 
上記に該当する医療的ケア児・者の個別避難計画には【個別避難計画様式＋別紙】の作
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成が必要です。別紙については、市ホームページに掲載しております。 
対象者がいる（対象かどうかわからない）場合は、対象者の居住区を管轄する拠点にご

相談・ご連絡ください。 
相談支援専門員が計画相談を実施している方については、平時の状況をよく理解してい

ることから、医療的ケア児・者等支援拠点と同行訪問し、相談支援専門員が個別避難計画

の両面を作成します。 
電源を必要とする医療機器や蓄電池等の発災時への備えを確認・整理するため、先述の

通り個別避難計画のほかに別紙の作成が必要となります。 
別紙は医療的ケア児・者等支援拠点と連携して作成し、作成した個別避難計画は別紙と

併せて相談支援事業所から市に提出となります。 
 

    ＜医療的ケア児・者等支援拠点＞ 

川崎市総合リハビリテーション

推進センター 
044-223-6973 川崎区・幸区・中原区・高津区 

地域相談支援センターそれいゆ 044-281-0037 宮前区・多摩区・麻生区 

 
(２) 個別避難計画の作成対象外 

  個別避難計画の作成対象者については前述したとおりですが、要件に該当する方でも

以下の方については作成対象外となります。 
① 居住系（施設入所、共同生活援助及び療養介護利用者）サービス利用者 

上記の障害福祉サービス利用者については、施設毎に独自で避難計画が作成され、

職員誘導のもとで適切な避難が可能と想定できるため対象としていません。 

   ② 介護保険対象者 
       介護保険サービスの利用者（第１号及び第２号被保険者）については、介護保険

優先の考え方から、個別避難計画についても原則として介護保険のケアマネが作成

することとなります。しかしながら、利用サービスの状況（例えば、主に同行援護

等、障害固有の福祉サービスしか利用していない等）によっては、障害分野の相談

支援専門員が個別避難計画を作成することも考えられます。また、介護保険と障害

福祉サービスを併用している方もいるため、状況に応じて、ケアマネと確認を取っ

てください。 

 

５ 個別避難計画作成支援者 

個別避難計画の作成支援について、災害時等の緊急時における備えや対応方法は、日

常生活の延長として平時から取り組むべき課題のひとつであることから、要支援者に対

して平時から関わりのある相談支援専門員等が、日常生活を送る上で必要となる障害福

祉サービスの利用に係るサービス等利用計画と一体的に作成していただくことを想定し

ております。したがって、個別避難計画の作成支援者は次のとおりとなります。 
 
（１）相談支援専門員 
   要支援者に対して計画相談支援を実施している指定特定相談支援事業所や障害者相

談支援センターの相談支援専門員が、サービス等利用計画の作成時に個別避難計画に
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関する制度案内や計画の作成支援を実施します。 
 
（２）セルフプラン作成支援者 
   サービス等利用計画のセルフプラン作成支援を実施している者が、セルフプランの

作成支援時に個別避難計画の制度案内や作成支援を実施します。具体的には、サポ

ートプランの作成者や相談支援センターにおいてセルフプラン作成支援を実施して

いる場合等が想定されます。 

 

６ 個別避難計画情報の利用 

(１) 市町村内部における個別避難計画情報の利用 

   市長村長は法第 49 条の 14 第 4 項又は第 5 項の規定により、個別避難計画の作成に

必要な限度で避難行動要支援者の個人情報を市町村の内部で目的外利用し、又は関係

都道府県知事等から情報提供を受けることが可能となっています。 

また法第 49 条の 15 第 1 項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で市町村

が個別避難計画情報を内部利用することができ、その場合においては本人又は避難支

援等実施者の同意を得ることを要しないとされています。 

この場合において具体的に想定される個別避難計画情報の利用用途としては、①個

別避難計画情報の外部提供に関する本人又は避難支援等実施者の同意を得るための連

絡、②防災訓練への参加呼びかけなど防災に関する情報提供、③災害時の情報伝達、避

難支援、④災害時の安否確認・救助等が考えられます。 

 

(２) 避難支援等関係者への事前の個別避難計画情報の提供 

   個別避難計画情報の外部提供については、避難行動要支援者及び避難支援等実施者

等（安否確認者や緊急連絡先を含む）の個人情報を第三者である避難支援等関係者に

対して提供することとなるため、平時においては、①災害に備え、避難支援等の実施

に必要な限度で、避難支援等関係者に提供されること、②ただし、提供について避難

行動要支援者及び避難支援等実施者の同意が得られない場合は提供されないこととさ

れています。 

   一方で、災害時については、災害により避難行動要支援者の生命又は身体に具体的

な危機が迫っている状況下では、個人情報等の利用による利益が当該情報の保護によ

る利益に優越すると考えられるため、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難の確保

を図る観点から、避難行動要支援者の同意を要しないこととされています。 

   なお、本市においては個別避難計画の作成に係る同意を得ようとするときに併せて、

外部提供について説明を行い、平時の外部提供についての同意の確認を行うこととし

ています。 

 

７ 事業所の役割  

(１) 個別避難計画に関する制度説明及び同意書の取得並びに計画の作成支援 

要支援者のサービス等利用計画の作成を担当している事業所が、サービス等利用計

画作成時に個別避難計画も併せて作成支援します。そのため、要支援者の要件に該当

する対象者の障害福祉サービスの更新時期が来た際には、個別避難計画に関する案内
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用チラシを渡しながら、本人に災害時個別避難計画の制度説明を実施してください。 

なお、個別避難計画の作成支援に着手する際には、個別避難計画の作成支援に係る

同意と、作成支援した個別避難計画の平時においての外部提供に関する同意の確認を

行います。計画作成は強制ではありませんので、個別避難計画の作成支援に同意を得

られない場合は、制度案内のみにとどめてください。 

 

〔計画作成事業者と個別避難計画の作成時期〕 

計画作成事業者 個別避難計画の作成 

地域相談支援センター 

サービス等利用計画作成時、セルプラン作成支

援時 

継続的な相談支援を実施している利用者 

指定特定相談支援事業所 サービス等利用計画作成時 

障害福祉サービス事業所 サポートプラン作成時 

 

(２) 個別避難計画の作成時期 

   個別避難計画はサービス等利用計画と一体的に作成することとしているため、計画

作成時期は原則として次の通りとします。 
  ① 障害福祉サービスの新規利用時 

  ② 障害福祉サービスの期間更新時 

  ③ 本人の心身の状況や生活環境（住所、連絡先等）の変更時（サービス等利用計 

画の変更がない場合も含む） 

 

(３) 要支援者の安否確認の役割設定 

    障害者の避難支援者のうち、安否確認の役割を担うのは、原則、自助・互助（親

族、友人、知人等）とします。 

    ただし、自助・互助による安否確認者の設定が困難な方で、かつ避難計画の作成

支援事業者による対応が可能であれば、避難支援者のうち安否確認の役割を担う方

として事業者名等を記入してください。 

     

(４) 個別避難計画の保管 

原則、個別避難計画は要支援者、区役所（高齢・障害課）、健康福祉局（危機管理

担当）、避難計画を作成支援した事業所の４者で保管します。 

 

(５) 個別避難計画の提出 

個別避難計画は、作成した個別避難計画のエクセルデータ及び記載済みの同意書

について、LoGo フォームでの提出も併せてお願いします。 

 

 

 

    URL：https://logoform.jp/form/FUQz/221007 

 

 

提出先はこちら 

https://logoform.jp/form/FUQz/221007
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(６) 個別避難計画の情報更新 

作成した個別避難計画は、原則として毎年、障害福祉サービスの期間更新時期に

併せて、記載内容の確認、更新を実施してください。更新の場合であっても、同意

書は改めて記載してもらいます。また、期間更新時期以外でも、要支援者の状態変

化や居所の変更等の際に必要があれば、個別避難計画を変更してください。 

一方、作成費の支払いに関しては各年度１回限りとなります。したがって、要支

援者の状態によっては複数回、個別避難計画の作成支援を実施する場合もあります

が、作成費の支払いは各年度１回限りとなります。 

 

(７) 作成費の請求方法 

   作成費については、１件あたり 7,000 円となります。 
   作成事業所により請求方法が異なります。 

計画作成事業者 請求方法 

指定特定相談支援事業所 法人でとりまとめ、障害計画課へ上・下半期に請求 

障害福祉サービス事業所 かながわ自立支援給付システムにて請求 

 ※本市からの受託等により次の事業（基幹相談支援センター・地域相談支援センター・

生活支援・地域交流事業）を実施している事業所は、個別避難計画の作成について委

託内容に含むため、作成費は請求できません。 

 

８ 行政の役割  

(１) 個別避難計画の作成支援及び受理並びに保管 

   ① 区役所（高齢・障害課） 

     要支援者若しくは計画作成事業所から、障害福祉サービスに関する申請と併せ

て個別避難計画が提出された場合にそれを受理し、保管します。また、会計年度

任用職員が作成した個別避難計画についても、保管します。 

   ② 健康福祉局（危機管理担当） 

     各区高齢・障害課に提出された個別避難計画の原本を保管します。 

 

(２) 個別避難計画の運用 

   ① 区役所（高齢・障害課） 

■ 安否確認者が設定できない要支援者に関して、健康福祉局危機管理担当と

情報共有を図ります。 

〔会計年度任用職員の主な業務〕 

窓口・電話対応（個別避難計画に関する問合わせ対応） 

受付対応（相談支援専門員等から提出された個別避難計画の内容確認） 

訪問調査の事前準備（対象者に制度趣旨説明、日程調整等） 

訪問調査 

事務処理（個別避難計画の作成、対象者へ作成後の個別避難計画の送付） 

統計情報の入力 

帳票整理 

要援護者支援制度のデータ整理 

事務調整（健康福祉局危機管理担当） 
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   ② 健康福祉局（危機管理担当） 

     ■ 会計年度任用職員への指示及び連絡調整 

■ 個別避難計画作成者と要援護者避難支援制度の、両制度の実務的な調整 

     ■ 計画に基づいた防災訓練の実施   
■ 提出された個別避難計画から、現状を把握し、新たな社会資源の開発等 

 

③ 健康福祉局（障害保健福祉部・地域包括ケア推進室・総合リハ） 

■ 指定特定相談支援事業所に対する研修の実施 

■ 指定特定相談支援事業所が作成した個別避難計画に関する計画作成費の支払

い（7,000 円/１件） 

  

(３) 問合せ対応 

  制度に関しての問合せについては、内容に応じて対応部署が分かれますが、最初に

問合せを受けた所属において、可能な限り対応をします。 
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第２章 
計画作成編 
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 １ 災害時個別避難計画の記載方法等について 

（１）様式 
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（２）個別避難計画の記載方法 

Ⅰ 災害個別避難計画の表面について 

  対象者（避難行動要支援者）の居住実態、災害時に対象者を支援してくれる人の情報、

災害発生時の避難方法について把握することにより、対象者が災害発生時に具体的な避

難方法の検討や安否確認等を円滑に行うための項目になります。 
 
（ア）基本情報について 

 対象者の基本情報（氏名・生年月日・連絡先・年齢・性別）を記載します。 
 
（イ）生活実態の把握について 

 対象者の生活実態を把握するため、どのような家で、誰と暮らしているかを記載します。 
 ・在宅時に過ごす部屋…日中と就寝時に主に過ごす場所を記載 
 ・建物について（居住建物・建物の階数・建物の構造・建築年・居住階）…風水害におけ

る安全性や地震における耐震性の判断材料となります。たとえば、居住階が高ければ、

水害時において、避難する必要がない可能性があります。また、【建築年】については、

1981 年（昭和 56 年）6 月以降が新耐震基準に対応した建物となるため、その確認の

ために聞き取ります。 
 ・要援護者避難支援制度の登録…制度の登録の有無を確認します。制度の登録者が個別

避難計画を作成した場合、計画を作成したことについて、地域の支援者（町内会・民

生委員等）に情報を提供します。（計画の記載内容については提供いたしません） 
 ・同居者の情報（名前・年齢・続柄・連絡先・介護の有無緊急時の支援の可否）…同居者

の情報から、避難支援者になり得るかを判断します。【介護の有無】については、同居

者が何らかの介護を受けているかどうか、【緊急時の支援の可否】については、同居者

が本人の支援を実施できるかを確認します。 
 
（ウ）災害関連の情報について 

 対象者の住んでいる地域にどのようなリスクがあり、どのような避難場所があるかを記

載します。 
 ・ハザードマップの状況…対象者の居住地のハザードマップを確認し、該当するハザー

ドがある場合に記載します。 
 ・指定避難所（主に小中学校）…本人が利用する意向があるかないかに関わらず、ハザ

ードマップに記載されている指定避難所を確認し記載することで、本人に指定避難所

を把握してもらいます。なお、指定避難所はどこを利用しても構わないため、自宅か

らの距離や、経路等を考慮して、本人が行きやすい避難所を記載してください。 
 ・移動に関する情報（移動手段・車の有無・運転者）…実際に避難する際の移動手段が

確保できているかを確認します。 
 
（エ）災害時の避難方法等について 

 対象者が災害時においてどのような避難行動をとるかについて記載します。風水害と地

震に分けて検討します。 
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  風水害 

  台風や大雨による河川の増水や土砂災害等、事前に準備できることが風水害の特徴で

す。対象者の居住地域や住まいの構造に応じて、避難の必要性の有無、避難が必要な

場合、どのタイミングで、どのような確認を行い、どこを避難先として、どのような

経路で、どのように移動するか等、円滑に避難を行うために必要な項目を、本人や家

族を中心に検討していただき、実効性の高い避難行動を記載してください。 

 

  地震 

  地震により大規模な被害が発生した際、自宅の状況等に応じた避難行動を検討する必

要があります。どこを避難先として、どのような経路で、どのように移動するか等、

円滑に避難を行うために必要な項目を、本人や家族を中心に検討していただき、実現

の可能性の高い避難行動を記載してください。 

 

・避難場所（住所・連絡先）…自宅のハザードマップの状況によっては、避難する必要が

ない場合もあります。また、避難する必要がある場合は、避難所以外にも、知人宅、ホ

テル、短期入所等、実現の可能性が高く、安心して過ごすことが出来る避難先を検討し

てください。 

・警戒レベル（風水害のみ）…警戒レベルに応じた行動（気象情報の確認・備蓄用品の確

認・親族との連絡等）を記載します。 

・避難方法・避難経路…誰とどのように避難するか、その際に注意すべき事項等を記載

します。 

・ペット（種類・避難先）…ペットを飼っている場合、その避難先も事前に検討し、記載

します。 

・避難時の持ち物…避難する際に必要なもの、本人が安定するために必要なもの等を考

えて記載します。（自由記載） 

 ・備考欄…その他必要事項や注意事項があれば記載します。 
  
（オ）避難時の支援者について 

 対象者が避難する際に、どのような人が、どのような役割を担うかを記載します。 
 ・避難支援者…同居の家族以外にも、近隣の親族、知人等を記載します。誰も記載する

ことが出来ない場合、可能な範囲で計画を作成した相談支援専門員を安否確認者と記

載することも検討してください。なお、【役割】については、避難支援者が担う役割を

具体的に記載します。（ex.安否確認、避難準備、移動支援等） 
 ・災害時個別避難計画作成事業者…計画作成をした事業者名を記載します。 
 

Ⅱ 災害時個別避難計画の裏面について 

  対象者の障害状況や医療の状況、日常生活面での配慮事項等を把握することで、対象

者が避難先で必要な支援内容を整理して伝えやすくするための内容、災害に備えた事前

の準備内容を確認するための項目になります。 
 
（ア）障害情報について 

 対象者の手帳情報、疾病、障害福祉サービスの利用状況、かかりつけ医等を記載します。 
 ・手帳情報等…障害者手帳の種別や等級、障害名を記載します。 
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 ・指定難病…指定難病がある場合は病名を記載します。 
 ・受給者証番号…対象者の情報を確認するため、本人の障害福祉サービスの受給者証番

号を記載します。 
 ・障害福祉サービスの利用状況…本人が利用している障害福祉サービスに関して、事業

所名、サービスの種類、利用の曜日、事業所の連絡先等を記載します。使用している

サービスの種類によっては、ショートステイの緊急利用の可否や、避難する場合の移

動支援を活用、身体介護や家事援助に関してキャンセルの連絡の必要性等も併せて確

認します。 
 ・かかりつけの医療機関…医療情報の把握のため、医療機関名や担当医等を記載します。 
 
（イ）必要な配慮事項等に関する情報について 

 本人のＡＤＬや服用している医薬品等、それに伴い避難所で必要な支援を記載します。 
 ・日常生活面の配慮事項…対象者のＡＤＬの状態やそれに伴う特記事項を具体的に記載

します。 
 ・医療品・医療機器・処方薬…本人が日常から使用している機器や服用している薬を記

載します。 
 ・避難所で必要な支援…障害特性やＡＤＬ、服薬状況から、避難所で希望する具体的な

支援内容を記載します。 
 
（ウ）事前の備えについて 

 自助や互助の観点から災害に備えて平時から取り組むべき事項について記載します。 
 ・備蓄状況…在宅での避難生活を想定した備蓄（３～７日間程度）について確認します。

空欄には対象者の特性や家族の生活状況を踏まえて、その他必要とされるものを記載

します。 
 ・事前の備え…災害時を想定して自助や互助の観点から、本人や家族が日頃から取り組

むべき備えについて確認します。空欄には対象者の特性や家族の生活状況を踏まえて、

その他必要とされるものを記載します。 
 
（エ）その他必要事項・要望事項について 

 ここまでの項目欄に記載した以外の必要な事項や個別避難計画全般に係る要望事項を記

載します。 
  
Ⅲ 同意書について 

  災害時個別避難計画を作成することに対して同意が必要になります。また、「要援護者

避難支援制度」に登録している方については、「要援護者避難支援制度」に登録している

ことについて、支援組織である、町内会、自治会、自主防災組織、民生委員児童委員へ

情報提供します。 
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（３）制度案内用チラシ 
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２ 計画作成のポイント 

  防災の基本は『自助』になります。個別避難計画の作成主体は本人や家族であり、計

画作成のための聞取りをする相談支援専門員の役割は、あくまで『作成支援』になりま

す。 
 
（１）風水害の場合 
  風水害については、事前にある程度準備や予測が可能です。避難方法の検討にあたっ

ては、次のようなポイントを本人や家族と一緒に確認してください。 

 

・自宅の場所をハザードマップで確認し、避難行動判定フロー（第３章資料編 25Ｐ参照）

を参考にしながら、避難行動を検討 

・避難をする・しないに関わらず、安否状況の確認連絡が可能な人は誰か（親族、知人、

相談支援専門員等） 

・自宅外に避難が必要な場合、避難先はどこになるか。（親族・知人宅、ホテル、短期入所

避難所等） 

・避難するタイミングはいつか（要支援者については、警戒レベル３ 高齢者等避難が目

安） 

・本人又は家族のみで、避難先まで避難は可能か（避難支援をお願いできる人は誰かいる

か（親族、知人、ヘルパー等）） 

・避難先までの移動手段は何か（徒歩、車、タクシー、介護タクシー等） 

・自宅の近くで、冠水等が考えられる道路はあるか。 

・在宅での避難が数日間に渡る場合、備蓄が必要なものは何か。 

 

【記入例】 

「自宅は浸水や土砂災害の危険がない場所のため、台風や大雨の際には、備蓄状況の確認

をして、自宅待機します。」 

「自宅は被害の可能性があるため、【警戒レベル３ 高齢者等避難】が発令されたら、家族

の運転する車で親戚宅に避難します。」 

「一次避難所の利用は難しいため、自宅待機します。安否確認は●●県に在住の姉と連絡

を取り合います。」 

「台風の直撃が想定される●日前から短期入所の利用を検討しますが、短期入所の利用が

困難な場合は、【警戒レベル３ 高齢者等避難】を目安に、介護タクシーを利用し、一次避

難所（要配慮スペース希望）へ避難します。」 

「自宅は被害の可能性は低いため、自宅で様子を見ますが、同居の家族が危険と判断した

場合は、一次避難所の●●小学校に、家族と徒歩で避難します。」など 

 

 

（２）地震の場合 
  地震については、事前に予測することが困難です。大地震により、自宅での生活が困

難な状況となった場合の避難方法の検討にあたっては、次のようなポイントを本人や家

族と一緒に確認してください。 
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・自宅外に避難が必要な場合、避難先はどこになるか。（親族・知人宅、ホテル、短期入所

避難所等） 

・本人又は家族のみで、避難先まで避難は可能か（避難支援をお願いできる人は誰かいる

か（親族、知人、ヘルパー等）） 

・避難先までの移動手段は何か（徒歩、車、タクシー、介護タクシー等） 

・在宅での避難が数日間に渡る場合、備蓄が必要なものは何か。 

 

【記入例】 

「大地震が発生して自宅にいることが危険な場合は、●●市に住む弟と連絡を取り合い、

可能であれば弟の家に避難します。その際は、弟に車で迎えにきてもらいます。」 

「自宅での生活が困難となった場合、一次避難所である、●●小学校に父と徒歩で避難し

ます。一次避難所では要配慮スペースや二次避難所の利用希望であることを伝えます。」 

「本人の状態から、一次避難所の利用は困難なため、母と自宅待機となります。そのため

に、平時から●●の備蓄を進めます。可能であれば福祉避難所を利用したいです。」など 

 

 

（３）計画の実効性の確認 
  作成した計画の内容について、実際の災害時に役立つものになっているか、確認して

みましょう。 
 
【計画内容について】 
□ 避難先は、災害危険性を踏まえて、安全を確保できる場所になっているか。 
□ 避難の判断から避難先への移動完了までの手順が明確になっているか。 
□ 避難の準備や移動開始のタイミングが明確になっているか。 
□ 本人の状態や世帯状況、支援者の負担を踏まえた、無理のない現実的な計画になってい

るか。 
 
【関係者の理解について】 
□ 本人・家族は、自宅の災害危険性から避難の必要性を理解しているか。 
□ 本人・家族は、介護等を提供する施設に避難した場合に費用負担があることを合意して

いるか。 
 

 
避難計画を立てるうえで埋めるのが難しい項目がある場合は、一部空欄の箇所

があっても構いません。まずは避難計画を作成することで、避難について本人・

家族と検討し、一緒に考えることが大切です。 
 計画書を更新していくうえで、課題等を解消していき、実効性の高い避難計画

となるよう、御協力をお願いいたします。 

コラム〔計画書の作成について〕 
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第３章 
資料編（災害関連） 
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 １ 災害に関する基礎知識について 

(１) 災害情報とハザードマップ 
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(２) ハザードマップでお住まいの地域の災害リスクを知ろう 
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(３) 避難先を検討しよう 
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(４) 避難先を検討しよう 
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(５) 気象情報や避難に関する情報を知ろう 
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(６) 気象情報や避難に関する情報を知ろう 
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２ 避難方法の検討 

確認した災害の危険性をもとに避難方法を検討します。  

 

【洪水・内水氾濫による浸水】  

洪水・内水氾濫の浸水については、凡例の「浸水深の目安」をもとに、何階まで浸水する

のか（何階が避難の必要があるか）を確認します。  

  

 

【洪水時の家屋倒壊】  

洪水時には、氾濫した川の水の流れによって家屋が倒壊する危険のある区域が、ハザー

ドマップにも示されています。赤枠の「氾濫流」は木造家屋の場合、紫枠の「河岸浸食」

は家屋の構造を問わず、倒壊の危険があるため、建物外への立ち退き避難が必要です。  

 

 

洪水・内水氾濫による浸水時の避難の考え方  
– 戸建住宅で浸水深より上階がある場合、「垂直避難」が可能（ただし、本人を上階に上げる

体制・方法について要検討）  
– 集合住宅で浸水深より上階に居住している場合、「「在宅避難」（自宅に留まること）が 

 可能  
– 集合住宅では、自宅より上階の廊下等への「垂直避難」は避ける  
– 「垂直避難」「待避」では浸水継続時間*も考慮  

※ 浸水継続時間とは、浸水が始まってから水が引くまでの時間（洪水により浸水 
深が 0.5m 以上となってから、最終的に 0.5m 未満になるまでの時間）です。 

  洪水ハザードマップの「浸水継続時間」を参照してください。 
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【土砂災害】  

   土砂災害については、原則的には建物外への立ち退き避難が必要とされていますが、堅

牢なマンションの上階に居住している場合は、自宅に留まる「在宅避難」が可能です。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

内閣府「避難情報に関するガイドライン」（令和３年５月改訂）より  

     

 

Tip  s  自宅２階や、親戚の家へ避難しても大丈夫？  

• 災害危険性があるが自宅建物内に留まる（自宅で待避／自宅２階以上へ垂直避 
難）場合、浸水継続時間等を考慮する必要があります  

– 自宅周辺に災害が発生した際に、場合によって数日間、介護者の来訪が難し

い、必要な物品の調達等のための外出が難しい等の事態が想定されます 

– 洪水ハザードマップの「浸水継続時間」にて参照可能です 
  

• 要援護者を自宅２階以上へ安全に移動させることを考慮する必要があります  

– 地域の方に移動を支援してもらえる場合は計画に記載  
  
 

• 親戚宅等に避難する場合、避難先の親戚宅等の災害危険性や必要な備え等につ 
いても確認が必要です  
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【震災】 

 
 

 
 

出典：防災啓発広報紙「備える。かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/601/page/0000015861.html） 
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○地震時の避難行動のイメージ 

 
出典：防災啓発広報紙「備える。かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/601/page/0000015861.html） 
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  まず、ハザードマップを確認し、自宅の災害危険性と構造・居住階により、自宅建物からの

退避が必要か不要かを確認します。不要の場合は、「自宅で待避」や「自宅の上階への垂直避

難」が可能となります。垂直避難については、要援護者が自身で移動できない場合、上階に上

げる支援者を検討する必要があります。  
  
  自宅建物から退避が必要な場合、近くの安全な場所に親戚等が居住しており避難支援も可能

であれば、「親戚宅等に避難」します。  
      
  親戚宅等がない場合は、「避難所（一次避難所）に避難」を検討します。要援護者の状態像

により、避難所での避難が可能か検討します。 
また、浸水想定区域内の指定避難所では、上階に避難場所が設置されるため、エレベーター

がない場合は上階に上げる必要があります。 
具体的な避難所の位置や、エレベーターの有無などは、「ガイドマップかわさき」で確認で

きます。 
なお、一次避難所で容態が悪化した場合、本市と二次避難所となる施設での調整の後、二次

避難所に移送されることになりますが、原則的に施設側では介助がないため家族の同行が必要

です。  
 

   こういった対応が難しい場合、日頃から関わりのある「障害サービスを提供する施設に避

難」や「地域の避難先」を検討します。 

 

 

 

＜参考＞候補となる避難先の考え方  
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３ 避難所の種類 

（１）避難所（一次避難所） 
 川崎市では災害発災時（風水害時は事前）に避難できる場所として、避難所を指定して

います。一般的に避難所としてイメージされる市内の小・中学校は、その役割に応じて名

称が異なり、指定緊急避難場所や指定避難所と呼ばれますが、総称して避難所（一次避難

所）とも呼ばれます。 

 

・ 避難所には、状況に応じ「要配慮スペース」が設置されます。 

- 要配慮スペースとは、避難してきた要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特

に配慮を要する方）の状況に応じ開設される、一般の方々とは区切られた避難スペ

ースです。スペースの広さや場所は各避難所により異なります。要配慮スペースの

詳細については、各区役所危機管理担当へお問い合わせください。 

  

-  要配慮スペースへの避難をする場合は、避難所の受付で要配慮スペースへの避難

希望についてお伝え下さい。 

 

・ 避難所に避難した後、容態が悪化した要支援者等については、「二次避難所への移送」

が調整されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip  s  個別避難計画作成におけるポイント 

・ 御本人の避難先に関わらず、御自宅から一番行きやすい避難所や定期的に通う

施設などがあれば、その近くの避難所を確認しましょう。 

– 御本人、御家族の状況を踏まえて、経路の確認を行います。段差や急な坂、雨が
溜まりやすい場所等を考慮して、行きやすい避難所の目星をつけましょう。 
 

– 具体的な場所や位置などは「ガイドマップかわさき」から確認できます。 
（HP：https://kawasaki.geocloud.jp/webgis/s#wiz1Page） 
 

• 避難所での避難を想定する場合は、計画書の避難先に、避難所の名前とその住所を

記載します。 

 
– 処方している薬や御本人が持っておくと安心できるもの（例えば、お気に入りの

ぬいぐるみやパズル等）の用意も検討しておくとよいでしょう。 

https://kawasaki.geocloud.jp/webgis/s#wiz1Page
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≪コラム≫備蓄物資なにを用意しておくといいの？ 

 

◎避難所にある備蓄物資 

 

※風水害時の発災直前後には、備蓄物資は原則配布されません。各避難者が事前に準備することが可能なた
めです。日頃から3〜7日分の物資を備蓄することが推奨されています。（風水害時でも、避難所として長
期間過ごす場合には、必要に応じて備蓄物資が配布されます。） 

 

◎持ち出し品チェックリスト 

出典：防災啓発広報紙「備える。かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/601/page/0000015861.html） 
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（２）二次避難所 
 避難所での生活が難しい場合には、本市と協定を締結している社会福祉施設等である二

次避難所への避難を行う場合があります。約 230 施設と協定を締結しています。（発災時に

は、入所者の安全確認に時間を要する場合があることや、対象ではない方が押し寄せるこ

とを防ぐため、実際の施設の位置や名称は公表していません。） 

 

・ 二次避難所の開設について 

– 二次避難所である社会福祉施設も被災を受けること又、二次避難所開設の職員の参

集状況などから、被災後開設が可能な施設から順次開設していきます。（全ての二

次避難所が、必ず開設されるわけではありません。） 

 

・ 二次避難所の対象者 

– 避難所での避難生活において何らかの特別な配慮を要する高齢者及び障害者等の

災害時要援護者となります。 

–  なお、二次避難所である社会福祉施設等の職員は介助が難しいため、原則介助者と

共に避難を行う必要があります。 

 

・ 二次避難所の避難フロー 

– 避難所への避難者で二次避難所に行く必要があると認められたものは、本市と二次

避難所である社会福祉施設の調整のもと、避難が可能となります 

なお、開設時期としては、発災後３日目程度が目安となります。 

 

・ 市直営の二次避難所について 

– 民間の二次避難所とは別に、本市では、３箇所の南部・中部・北部リハビリテーシ

ョンセンターを、発災後6時間以内に開設される二次避難所として設置しています。 
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（３）指定福祉避難所 
 指定福祉避難所は、二次避難所と異なり直接福祉避難所への避難ができる避難所です。

令和３年５月の災害対策基本法の改正により、制度化されました。 

 

（４）その他の避難場所 
・ 広域避難場所 

- 震災またはその二次災害等により、広域にわたって大きな被害が予測される場合、

被害から逃れるための場所です。 

- 主な場所としては、公園や緑地、グラウンド等が挙げられます。 

-  

・ 避難所補完施設 

- 住民が容易に避難できるよう地域の実情に応じて緊急性や危険度から判断の上、避

難所を補完するものとして、一時使用する施設です。 

- 主な場所としては、教育文化会館等の公共施設、町内会館等の民間施設が挙げられ

ます。 

・ 一時
いっとき

避難場所 

- 地域住民等が震災（建物の倒壊、火災の延焼拡大、危険物の流出・漏えい、津波な

ど）から身の安全を図るため、一時的に避難する場所です。 

- 近くの公園や空き地、協定等により確保した場所となります。 

 

  

 

 

 

 

Tip  s  個別避難計画作成におけるポイント 

・ 御本人に対し、二次避難所の制度（以下）について御説明をお願いします。 

– 本市と二次避難所となる施設にて調整のうえ、二次避難所が開設されます。 
– 二次避難所は、避難所（一次避難所）への避難の後、避難所での避難生活に配慮が

必要な要援護者が対象となります。 
 

• 二次避難所は発災時、必ず開設されるわけではございません。 

そのため、二次避難所のみを避難先として、記載することはできません。 
– 御本人から二次避難所が開設された場合の避難希望がある場合は、計画書の避難先

の自由記載欄へ、「二次避難所が開設された場合は、二次避難所への避難を希望す

る」のように記載してください。 

•  

上記の避難所の詳細は、川崎市地域防災計画（資料編）に記載されています。 
 

URL：https://www.city.kawasaki.jp/601/page/0000140630.html 

https://www.city.kawasaki.jp/601/page/0000140630.html
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４ 災害に関する各種制度について 

（１）災害時要援護者避難支援制度 
川崎市では、災害時に自力で避難することが困難な災害時要援護者の方々から名簿登録

の申込みをしていただき、地域の支援組織に名簿を提供し、地域において助け合いによる

避難支援体制づくりを行う「災害時要援護者避難支援制度」を実施しています。 

 

① 申込みできる方 

 次のすべてに該当する方です。 

 ・在宅で生活している方 

 ・災害時に自力または家族などの支援のみでは避難することが困難な高齢者や障害の 

ある方 

・支援組織への個人情報の提供に同意された方 

 ② 申し込み方法 

  「① 申込みできる方」に該当し、制度の主旨を御理解のうえ、登録を希望される方

は、本市ホームページに掲載されている「災害時要援護者避難支援制度登録申込書」をお

住まいの各区役所高齢・障害課に提出して、名簿登録をしてください。 

※本市ホームページ「https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017156.html」 

 名簿登録後、区役所から支援組織となる町内会・自治会、自主防災組織、民生委員児童

委員等に名簿を提供します。  

③ 登録された方への支援内容 

  ・平常時には 

    支援組織に該当地域の要援護者の名簿を提供します。支援組織が、御自宅を訪問

し、身体等の状態、災害時における情報伝達の手段や避難支援の方法等について確

認をします。なお、支援組織が御自宅を訪問するまでには、申込み後、数か月かか

る場合があります。 

  ・災害時には 

    風水害時には、支援組織が安否確認・避難支援等を行います。また、震災時には、

支援組織が安否確認等を行います。 

    なお、災害時の状況によっては、支援者も被災者となることから、この制度に登

録することで、災害時の支援が必ず保証されるものではないことを、御理解くださ

いますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017156.html
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（２）避難所外避難者への支援（被災世帯登録票）について 

 
 ①被災世帯登録票とは 

避難所での避難生活が生じる場合に、避難所へ御自身の避難先を示すものです。 
指定避難所が開設された際に、受付で記載することができます。 

 
 ②避難所外避難者とは 
 避難所外避難者とは、避難所以外で避難（在宅避難など）しているが、物資の調達が困

難である等の理由で、物資や情報を受けるために避難所を利用する方です。 
 
③避難所外避難者への支援について 
 被災世帯登録票を避難所へ提出することにより、避難所から食料や物資、情報の提供が

受けられます。なお、物資等の提供については、各避難所に取りに来ていただくこととな

ります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※物資等は原則避難所での受け取り 
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（３）被災世帯登録票の様式 
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５ よくある質問 

（同意書について） 

Q１．個別避難計画の作成対象と思われる人から、作成の同意がもらえないのですが。 

A１．制度の趣旨を御説明していただいた上で、本人からの同意が得られないのであれば、個別

避難計画は作成できません。あくまでも、本人の同意の下で、作成支援をすることになりま

す。 

 

Q２．同意書の同意内容について、２点のチェック項目をすべて満たさない場合でも、計画作成は

できますか。 

A２．同意書の内容は、①計画作成に関する同意 ②関係機関等への情報提供の同意 以上の

２点になっております。そのため、①の同意があれば、個別避難計画の作成は実施すること

ができます。 

 

（作成について） 

Q３．共同生活援助利用者の個別避難計画は作成するのでしょうか。また、日中の通所先での避

難計画も作成して欲しいのですが。 

A３．この制度は在宅の障害者の方を対象としています。共同生活援助や施設入所、療養介護

の方については、現時点で作成を予定していません。障害福祉サービスの利用時における

避難行動については、あくまで当該事業所が責任をもって実施します。また、日中の通所先

での避難行動についても、同様に当該事業所が責任をもって実施することから、個別避難

計画の作成は行いません。 

 

Q４．個別避難計画を作成した場合、作成者がその要支援者の避難行動等に責任をもつのでしょ

うか。 

A４．個別避難計画は、要支援者本人やその家族と一緒に相談しながら、自らの避難行動を検

討・把握することで、よりよい避難を目指すことを目的として作成するものです。そのため、

計画に基づく避難支援等が必ず実施されることを保証するものではなく、法的な義務や責任

は負いません。あくまで、避難の円滑化や避難行動への支援可能性を高める性格のものと

しています。 

 

（作成費について） 

Q５．個別避難計画の様式は全て記載しないと、作成費の請求はできませんか。 

A５．個別避難計画は、本人や家族と作成者が皆で相談しながら、自らの避難行動を検討・把握

することを目的として作成するものです。そのため、記載できない内容があったとしても、そ

れは『検討した結果、記載できなかったことが判明した。』ことであり、作成作業は完了したも

のと考えます。そのため、作成費に関しては、請求することができます。 

 

（更新について） 

Q６．個別避難計画の更新時には、内容に変更がない場合であっても、必ず同意書の取得や新

しい計画書の作成が必要となりますか。 

A６．個別避難計画の期間更新がされているかの確認のため、本人と内容確認をした上で特に

計画内容に変更がない場合であっても、個別避難計画の提出は必ず実施してください。な
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お、同意書については、計画内容に変更がない場合であっても、改めて同意内容の確認す

るため、記載してもらいます。 

 

（避難計画について） 

Ｑ７．二次避難所の具体的な運用状況はどのようになっているのですか。 

Ａ７．二次避難所（福祉避難所）は、市内の社会福祉施設等のうち、発災後要援護者の受け入れ

に協力いただける施設であり、本市と協定を締結しています。二次避難所は、施設の利用

者や職員の安否、施設の被災状況等を確認後に開設するため、開設時期は発災後３日目

以降が目安となります。また、被災状況によっては開設されないこともあるため、施設名を公

表しておりません。 

 

Ｑ８．御本人の方のハザード状況はどのように確認したらよいですか。 

また、必要な事前準備はありますか。 

Ａ８．「ハザードマップ」を本人と家族と一緒に確認し、ハザードエリアや近くの避難所を確認しま

す。浸水継続時間も忘れずに確認し、何日分の備えが必要か一緒に考えます。また、可能

であれば、事前に周辺のエリアの段差や坂の状況を確認し、避難所への経路を考える際に

一緒にイメージできるようにします。 

 

Ｑ９．避難先の検討はどのように行えばよいですか。 

Ａ９．避難先は、本人や家族の希望と現実を踏まえ、どのような準備が必要か、どのタイミングで

避難する必要があるのかを一緒に考える必要があります。 

また、避難先の種類を説明し、理解していただいたうえで、計画書の避難先を決めることが

大切です。例えば、避難所（一次避難所）の要配慮スペースの話をすると、避難所への避難

を想定できる方もいます。 

 

Ｑ１０．避難先の想定が難しい方はどうしたらよいですか。 

Ａ１０．自宅がハザードエリア内であるにも関わらず、御本人の障害状況から、なかなか在宅以外

の避難先が想定できない方もいます。 

その場合、自宅以外の避難先やショートステイの検討などを行ったうえで、それでも避難先

の想定が難しい場合は、次回の更新までに家族で再度災害時の避難について検討をいた

だくこととします。 

 

Ｑ１１．家族の支援が難しい場合はどうしたらよいですか。 

Ａ１１．支援者については、本人や家族に決めていただきますが、家族の年齢、体力などから、家

族の支援が難しい場合は、日頃から本人とかかわりのある福祉関係者や親戚等の検討を

促します。 

 

Ｑ１２．ペットの避難についてはなにか決まりはありますか。 

Ａ１２．風水害の時には、決められたルールのもと、ペットも避難所に連れていくことができます。 

詳細については、市の HP を御確認ください。 

    市 HP「風水害時におけるペットの同行避難」

（https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000117773.html） 

 

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000117773.html
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Ｑ１３．マイタイムラインとはなんですか。  

Ａ１３．「マイタイムライン」とは、市民向けに周知している、大雨や台風などの風水害にそなえて、

一人ひとりの家族や生活の状況に合わせた避難行動、つまり「自分の逃げ方」を考えて

おくものです。 

    詳細については、市の HP を御確認ください。 

    市 HP「マイタイムラインをつくろう」 

    （https://www.city.kawasaki.jp/601/page/0000117993.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.kawasaki.jp/601/page/0000117993.html
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参考法令 
災害対策基本法（抜粋） 

（昭和３６年１１月１５日法律第２２３号） 

最終改正：令和３年５月１９日 

 

第三節 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等 

（避難行動要支援者名簿の作成） 

第四十九条の十 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に

自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの（以下「避難行動要支

援者」という。）の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の

確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置（以下「避難支援等」という。）を実施す

るための基礎とする名簿（以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。）を作成しておかなければなら

ない。 

２ 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

一 氏名 

二 生年月日 

三 性別 

四 住所又は居所 

五 電話番号その他の連絡先 

六 避難支援等を必要とする事由 

七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項 

３ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配

慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

４ 市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他

の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。 

 

（名簿情報の利用及び提供） 

第四十九条の十一 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿

に記載し、又は記録された情報（以下「名簿情報」という。）を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために

内部で利用することができる。 

２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府

県警察、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第百

九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者（次項、第四十九条

の十四第三項第一号及び第四十九条の十五において「避難支援等関係者」という。）に対し、名簿情報を提供するものとする。た

だし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人（当該名簿情報によつて識別さ

れる特定の個人をいう。次項において同じ。）の同意が得られない場合は、この限りでない。 

３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護する

ために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を

提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。 
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（名簿情報を提供する場合における配慮） 

第四十九条の十二 市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により名簿情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところ

により、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当

該名簿情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第四十九条の十三 第四十九条の十一第二項若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者（その者が法人である場合

にあつては、その役員）若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であ

つた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（個別避難計画の作成） 

第四十九条の十四 市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動

要支援者について避難支援等を実施するための計画（以下「個別避難計画」という。）を作成するよう努めなければならない。た

だし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。 

２ 市町村長は、前項ただし書に規定する同意を得ようとするときは、当該同意に係る避難行動要支援者に対し次条第二項又は第

三項の規定による同条第一項に規定する個別避難計画情報の提供に係る事項について説明しなければならない。 

３ 個別避難計画には、第四十九条の十第二項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げ

る事項を記載し、又は記録するものとする。 

一 避難支援等実施者（避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者を

いう。次条第二項において同じ。）の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先 

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項 

４ 市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で、その保有する避難行動要支援者の氏名その他の避難

行動要支援者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

５ 市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対

して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることができる。 

 

（個別避難計画情報の利用及び提供） 

第四十九条の十五 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した個別避難計画に記載し、

又は記録された情報（以下「個別避難計画情報」という。）を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内

部で利用することができる。 

２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者

に対し、個別避難計画情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画情

報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者及び避難支援等実施者（次項、次条及び第四十九

条の十七において「避難行動要支援者等」という。）の同意が得られない場合は、この限りでない。 

３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護する

ために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計

画情報を提供することができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る

避難行動要支援者等の同意を得ることを要しない。 

４ 前二項に定めるもののほか、市町村長は、個別避難計画情報に係る避難行動要支援者以外の避難行動要支援者について避難

支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、避難支援等関係者に対する必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとす

る。 

 



- 45 - 
 

（個別避難計画情報を提供する場合における配慮） 

第四十九条の十六 市町村長は、前条第二項又は第三項の規定により個別避難計画情報を提供するときは、地域防災計画の定め

るところにより、個別避難計画情報の提供を受ける者に対して個別避難計画情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずる

よう求めることその他の当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等及び第三者の権利利益を保護するために必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第四十九条の十七 第四十九条の十五第二項若しくは第三項の規定により個別避難計画情報の提供を受けた者（その者が法人で

ある場合にあつては、その役員）若しくはその職員その他の当該個別避難計画情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又

はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。 
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